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　「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
（
以
下
、
民
生
委
員
）」
を
ご
存
知
で
す
か
？
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
実
際
ど
の
よ

う
な
活
動
を
し
て
い
る
か
、ご
存
知
な
い
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
回
の
特
集
で
は
、そ
ん
な
民
生
委
員
の
「
役
わ
り
」

と
「
つ
な
が
り
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
活
動
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
　
　
福
祉
総
務
課
　
　
内
線
５
９
１

　生活上のお困りごとや悩みごとはありません
か？そして、そのことを、気軽に相談できる相手
は近くにいますか？
　民生委員は、地域の身近な相談相手として、皆
さんが笑顔で、いきいきと、安心して暮らしてい
けるよう、課題解決に向け、福祉の観点から様々
なサポートをしています。

　見守り、訪問活動を実施しながら、地域の皆さん
の生活状態の把握に努めています。

　福祉に関する様々な相談に応じています。また、
必要に応じて、福祉サービス等の情報提供を行って
います。

　
民
生
委
員
は
、
無
報
酬
の
福
祉
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。
地
域
に
暮
ら
す

身
近
な
相
談
相
手
と
し
て
、
医
療
や

介
護
、
子
育
て
の
不
安
な
ど
、
福
祉

に
関
す
る
様
々
な
相
談
に
応
じ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
そ
の
課
題
解
決
に
向

け
、
必
要
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
よ

う
、
行
政
等
の
関
係
機
関
へ
の
「
つ

な
ぎ
役
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
民
生
委
員
は
、
市
内
の
そ

れ
ぞ
れ
決
め
ら
れ
た
担
当
区
域
で
活

動
を
し
て
お
り
、
現
在
市
内
で
は
３

０
２
人
の
委
員
が
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　
民
生
委
員
の
中
で
も
、
主
に
子
ど

も
や
子
育
て
に
関
す
る
支
援
を
担
当

し
て
い
る
委
員
が
「
主
任
児
童
委
員
」

で
、
保
護
者
の
悩
み
や
相
談
に
応
じ
、

子
育
て
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
う

「
子
育
て
サ
ロ
ン
え
が
お
」
を
運
営
し

て
い
ま
す
。

問
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　相談を受け、その課題解決に向けた適切な支援
を行うため、行政や地域包括支援センターなどの
関係機関につなぎます。

　行政や社会福祉協議会の業務に協力するほか、
月に一度、地区ごとに開催される定例会の中で、
複雑な事例にどう対応するかなど、意見交換を
行っています。また、知識向上のため、福祉に関
する研修への参加、施設見学等を実施しています。

　「高齢になり一人暮らしで心細い」「ど
んな福祉サービスが受けられるだろう？」
など、困ったときには、民生委員にご相
談ください。民生委員には、秘密を守る
ことが法律上義務付けられていますので、
安心してご相談いただけます。
　お住まいの地区の民生委員が分からな
い場合は、相談内容と併せて、福祉総務
課までご連絡ください。
※相談内容によっては、他の機関をご紹
　介する場合もあります。
※業務の範囲を超えた依頼には、対応で
　きない場合があります。（病院の付き添
　いや緊急連絡先への登録など）

　民生委員は「支援を必要とする人」と「福
祉を専門とする関係機関等」との『つな
ぎ役』です。一人ひとりの相談や状
況に応じてサポート体制が整うよ
う活動しています。

問
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　「地域に恩返しをしたい」という思いから民生委員
を務め、現在９年目となる宮澤金次さんからお話をう
かがいました。

　「地域に恩返しをしたい」という思いから民生委員
を務め、現在９年目となる宮澤金次さんからお話をう
かがいました。

　定年を迎えたあと、「次のステージとして、
何かに挑戦したい」と常日頃考えていました。
そのとき、かねてから興味があった民生委員な
らば、「お世話になったこの地域に、恩返しが
できるのではないか」と考え、自治会長に「民
生委員になってみたい」と自分から声をかけた
ことがきっかけです。
　就任当初は、仕事をしていたこともあり、午
前に民生委員の会議に参加、午後は出社、と委
員活動と仕事とを両立していました。

　「一人暮らしの高齢者を中心とした見守り訪
問」や「月１回の定例会への参加」が活動の中
心です。昨年５月から、他の民生委員の発案で、
地元の小学校の通学路で、児童生徒の見守りを
始めました。
　子どもから大人まで、地域の皆さんと挨拶や
お話をする機会が増え、元気をもらっています。
「ありがとう」などの感謝の言葉を言われたと
きは、活動をしていてよかったと実感します。

　娘が県外に住んでおり、普段は一人暮らしのため、
月に 2 回程度、見守り訪問をお願いしています。玄
関や庭先で、近況をお話することが多いです。
　宮澤さんとは、77歳の敬老祝金を受け取ったとき
に、初めてお会いしました。その 2 年後、膝をケガ
して外出することができなくなり、市のサービスを
使って、買い物支援を頼みました。そのとき、市の
職員から民生委員のことを教えてもらい、定期的に
訪問していただくことになりました。
　宮澤さんはいつも「調子はどうですか？何か困っ
たらいつでも言ってくださいね」と声をかけてくれ
るので、一人暮らしには、とっても心強い存在です。
宮澤さんの顔を見ると安心します。また、市や市社

会福祉協議会の福祉サービス
も案内してもらえるので、
感謝しかありません。

みやざわ  き ん じ
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　令和 7年 12月に、民生委員の一斉改選が行われますが、近年、地域コミュニティー
の変化等により、担い手不足・欠員地区の増加が課題となっています。
　民生委員は、地域福祉の向上のためには、なくてはならない存在です。「地域に貢献
したい」「福祉の活動に携わりたい」など、民生委員の活動にご興味のある方がいらっ
しゃいましたら、是非、自治会長にご相談いただくか下記連絡先まで、お気軽にお問
い合わせください。
市内にお住まいで、その地域の実情をよく知り、社会福祉活動やボランティア活動に理解と
熱意のある、委嘱時 78歳未満の方が対象です。
委嘱には、自治会長の推薦が必要となります。

※

※

お住まいの地域のことをよく知り、お元気で、人と話すことが好きな方が多いです。
自治会長を通じて推薦され、市の推薦会に諮られ、最終的に厚生労働大臣から委嘱
されます。

できます！福祉に関する研修を定期的に実施するほか、「どこに相談したらよいか分
からない」など、活動でお困りの際には、福祉総務課をはじめ市の職員がサポート
します。

民生委員法により、報酬の支給はありませんが、交通費や通信費などに充てていた
だく活動費（費用弁償）が支給されます。（令和６年度：7,600 円 / 月）

主に、高齢者の福祉に関する相談が多い傾向にあります。令和５年度は、高齢者に
関する相談が 47％、子どもに関する相談が 37％、障がい者に関する相談が 3％、
その他が 13％となっています。なお、令和５年度における一人当たりの月平均活動
件数は9.9件で、担当地区での一人当たりの月平均訪問・連絡調整回数は 17.9 回と
なっています。

３年です。再任や任期途中からの就任も可能です。

できます！本市民生委員の 40.8%の方がお仕事をしながら活動をしています。

て らだ  は る こ

問
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